
令和８年度八戸市水産加工品

ブランド化推進事業補助金 募集要項

令和８年５月 

八戸市 食の流通・ブランド推進室 

 

【対象事業／募集期間】 (注意)事業区分により期間が異なります。 

水産加工試作品製造支援事業 水産加工品販路拡大支援事業 

令和８年 ５月 15 日（金） 

～６月 19 日（金）まで  

令和８年 ５月 15 日（金） 

～７月 31 日（金）まで  

 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ・提出先】 

〒031-8686 八戸市内丸一丁目１-１ 

八戸市 農林水産部 食の流通・ブランド推進室 

TEL：0178-43-9061 FAX：0178-46-5697 

E-mail：shoku@city.hachinohe.aomori.jp 
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令和８年度八戸市水産加工品ブランド化推進事業補助金 募集要項 

 

 

１ 趣旨 

新たな水産加工品の開発に向けた試作品製造及び八戸市水産物ブランド認証制

度に基づき認証された水産加工品の販路拡大に要する経費を補助することにより、

当市水産加工品のブランド化の推進による水産物の消費拡大、魚価の向上及び水産

加工技術の振興を図るものです。 

 

２ 定義 

(1) 水産加工試作品 

水産物を主原料とする加工品、かつ、補助対象者がこれまでに開発・販売等を

行った既存商品ではない加工品であって、次に掲げるものを除く。 

ア 商品サイズのみを変更したもの 

イ 商品の成分等のみを変更したもの（減塩商品等） 

ウ 商品パッケージのみを変更したもの 

(2) 展示会・商談会等 

10社以上の出展規模が見込まれる展示会、商談会又は見本市であって、次に掲

げるものを除く。 

ア 八戸市内で開催されるもの 

イ 一般消費者への販売を主な開催目的としているもの 

ウ 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）が主催又は 

運営に携わるもの 

 

３ 対象者 

市内に事業所を有する事業者であり、次に掲げる全ての要件を満たす方が対象と

なります。 

① 八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成 24

年９月 25日実施）第２条第３号に規定する排除措置対象者でないこと。 

② 個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞

納がないこと。 
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４ 対象事業 

水産加工試作品製造支援事業 水産加工品販路拡大支援事業 

新たな水産加工品を開発する事業で、

次の全ての条件を満たす事業が対象と

なります。 

① 水産物の使用割合が商品全体の概

ね 30％以上であること（原材料は、

八戸港で水揚げされた水産物を可

能な限り使用すること） 

② 既存商品でないこと（自社商品の

中での新しい製品であること） 

 八戸市水産物ブランド認証制度に基

づき認証された水産加工品の販路拡大

のための事業が対象となります。 

※ 同一の事業で、国、他の地方公共団体、公益法人等から他の補助金の交付を受

けている場合は、補助対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせ

ください。 

 

５ 対象となる経費と補助金額 

水産加工試作品製造支援事業 水産加工品販路拡大支援事業 

補助金額は、補助対象経費の 1/2に相

当する額で、１件につき 75 万円以内で

す。 

試作品の開発に係る次の経費が補助

対象となります。 

① 試作品製造費 

（試作品原材料、外部委託工賃等） 

② アドバイザー費 

（謝礼、旅費、委託費等） 

③ パッケージデザイン費 

④ プロジェクト人件費 

⑤ 市場調査費 

（旅費、他社製品購入費等） 

⑥ 試作品に関する販売促進費 

（ECサイトや首都圏等へ向けた 

販促展開を行う費用等） 

補助金額は、補助対象経費の 1/2に相

当する額で、１件につき 50 万円以内で

す。 

八戸市水産物ブランド認証制度に基

づき認証された水産加工品の販路拡大

に係る次の経費が補助対象となります。 

① 展示会・商談会等出展費 

（出展小間料、備品借上料、 

運搬費、光熱水費、旅費、 

臨時雇用人件費等） 

② アドバイザー費 

（謝礼、旅費、委託費等） 

③ 広告宣伝費 

（販促ツール作成費） 

 

○ 対象経費として認める期間は、交付決定日から令和９年３月 31日までの事業期

間内に支払われた経費とします。 

○ ただし、下記「８ 提出書類」に掲げる事前着手届出書（第５号様式）を提出し

た場合は、交付決定を受けたものに限り、交付決定前に着手した事業に係る経

費を対象経費として認めます。 
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６ 募集期間 

水産加工試作品製造支援事業 水産加工品販路拡大支援事業 

５月 15日（金）～６月 19日（金） 

（必着・直接持参は 17:00まで） 

５月 15日（金）～７月 31日（金） 

（必着・直接持参は 17:00まで） 

 

７ 提出書類 

水産加工試作品製造支援事業 水産加工品販路拡大支援事業 

① 補助金交付申請書（第１号様式） 

② 事業計画書（第２－１号様式） 

③ 収支予算書（第３号様式） 

④ 水産加工試作品製造支援事業調査票 

(第４号様式)  

⑤ 事前着手届出書（第５号様式）※ 

⑥ その他参考となる資料、市長が必要

と認める書類 

① 補助金交付申請書（第１号様式） 

② 事業計画書（第２－２号様式） 

③ 収支予算書（第３号様式） 

④ 事前着手届出書（第５号様式）※ 

⑤ 展示会・商談会等への出展を証する

資料（パンフレット、出展申込書等） 

⑥ その他参考となる資料、市長が必要

と認める書類 

※ 事前着手届出書（第５号様式）は、交付決定前に事業へ着手する場合に 

提出してください（任意提出）。 

  

○ 提出書類の様式は、食の流通・ブランド推進室で配付しているほか、 

市ホームページからダウンロードできます。 

市ホームページトップ 

   ＞ 事業者向け ＞ 産業 ＞ 水産業 ＞ 八戸市水産加工品ブランド化推進事業補助金の募集 

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shoku/23939.html 

 

８ 提出方法 

(1) 事前に食の流通・ブランド推進室へ御相談の上、郵送、電子メール又は直接提

出してください。 

(2) 直接持参の場合は、平日の 8:15～17:00に提出してください。 

 

  

↑市ＨＰの 
二次元コード 

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shoku/23939.html
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９ 審査 

水産加工試作品製造支援事業 水産加工品販路拡大支援事業 

外部有識者及び市職員が審査員とな

り、次の審査項目について点数評価を行

います。 

【審査項目】 

① 将来性のある加工品試作事業となっ

ているか 

…斬新性、訴求性、簡便性、素材が 

活かされている加工品であるか 

② 販売促進計画 

…販路拡大を展開する計画が 

あるか 

③ 水揚場所 

…八戸港で水揚げされた水産物で 

あるか 

④ 加工場の衛生管理レベル 

…HACCPに基づく衛生管理であるか 

提出書類に基づき、次の審査項目を総

合的に勘案し、審査を行います。 

【審査項目】 

① 採択実績 

…実績が少ない事業者を優先 

② 従業員数 

…従業員数が少ない事業者を優先 

③ 出展会・商談会等の規模 

…出展者数が多い展示会・商談会等 

を優先 

○ 審査結果については、後日文書により通知します。 

 

10 審査日時 

水産加工試作品製造支援事業 水産加工品販路拡大支援事業 

ヒアリング審査を実施しますので、申

請者は必ず出席してください。 

※日時及び会場は、申請者に別途お知

らせします。（７月予定） 

 書類審査を実施します。 

 （８月予定） 

 

11 補助金の交付 

補助事業完了後、補助金額の確定を経て、請求書を提出していただきます。 

なお、補助金の交付決定後、補助事業者からの請求に基づき、概算払いにより一

括交付することも可能です。詳細については、お問い合わせください。 
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12 事業実施にあたっての留意事項 

(1) 補助金は、申請した事業の目的以外に使用することはできません。 

(2) 交付決定後、事業内容の変更や事業中止（廃止）する場合は、あらかじめ手続き

が必要ですので、速やかに食の流通・ブランド推進室まで、御連絡ください。 

(3) 事業実施にあたっては、領収証等の支払いを証明する書類を適切に保管してく

ださい。これらの書類は、実績報告時に提出していただきます。 

(4) 事業の実施状況について、聞き取りをさせていただくことがあります。 

(5) 虚偽の申請があった場合などには、補助金の交付を取り消す場合があります。 

 

13 補助金の実績報告 

○ 補助事業完了の日から起算して 30 日を経過した日、もしくは令和９年４月９

日のいずれか早い日までに、事業の実績報告をしていただきます。 

水産加工試作品製造支援事業 水産加工品販路拡大支援事業 

① 実績報告書（第９号様式） 

② 事業実績書（第２－１号様式） 

③ 収支精算書（第３号様式） 

※補助事業に係る経費についての 

領収証を添付。 

④ 完成した商品 

※写真、パンフレット等もあれば 

提出ください。 

① 実績報告書（第９号様式） 

② 事業実績書（第２－２号様式） 

③ 収支精算書（第３号様式） 

※補助事業に係る経費についての 

領収証を添付。 

④ 取組の様子が分かる写真、 

広告宣伝物（データ可） 

○ 提出された報告書類をもとに事業が適正に行われたか、対象経費が適正に支出

されているかなどを審査し、補助金の額を確定します。 

○ 適正に行われていないと判断された場合には、交付決定の取り消しや補助金の

返還を求める場合があります。 

 

14 その他 

補助金申請に当たっては、本募集要項のほか、６～９ページに掲載している「令

和８年度八戸市水産加工品ブランド化推進事業補助金交付要領」も合わせて御確認

ください。 
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令和８年度八戸市水産加工品ブランド化推進事業補助金交付要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、当市水産加工品のブランド化の推進による水産物の消費拡大、魚価の向上及び

水産加工技術の振興を図るため、新たな水産加工品の開発に向けた試作品製造及び八戸市水産物ブ

ランド認証制度に基づき認証された水産加工品の販路拡大に要する経費について、令和８年度予算

の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、八戸市補助金等の交付に関する規則

（昭和 61 年八戸市規則第１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要領の定めるとこ

ろによる。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 水産加工試作品 

水産物を主原料とする加工品、かつ、補助対象者がこれまでに開発・販売等を行った既存商品で

はない加工品であって、次に掲げるものを除く。 

ア 商品サイズのみを変更したもの 

イ 商品の成分等のみを変更したもの（減塩商品等） 

ウ 商品パッケージのみを変更したもの 

(2) 展示会・商談会等 

10 社以上の出展規模が見込まれる展示会、商談会又は見本市であって、次に掲げるものを除く。 

ア 八戸市内で開催されるもの 

イ 一般消費者への販売を主な開催目的としているもの 

ウ 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）が主催又は運営に携わるもの 

 

 （補助事業者） 

第３条 補助事業者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。 

(1) 市内に事務所を有する事業者であること。 

(2) 八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成 24 年９月 25 日実

施）第２条第３号に規定する排除措置対象者でないこと。 

(3) 個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がないこと。 

 

（対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、別表の

とおりとする。 

 

 （交付申請） 

第５条 規則第３条の補助金交付申請書は、別記第１号様式のとおりとする。 

２ 規則第３条の規定により市長が定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

とおりとする。 

 (1) 水産加工試作品製造支援事業 

  ア 事業計画書（別記第２－１号様式） 

  イ 収支予算書（別記第３号様式） 

  ウ  水産加工試作品製造支援事業調査票（別記第４号様式） 

  エ その他市長が必要と認める書類 
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 (2) 水産加工品販路拡大支援事業 

  ア 事業計画書（別記第２－２号様式） 

  イ 収支予算書（別記第３号様式） 

  ウ  展示会・商談会等への出展を証する資料（パンフレット、出展申込書等） 

  エ その他市長が必要と認める書類 

 

（事前着手） 

第６条 申請者は、補助金の交付申請をした事業を効率的、効果的に実施するために、市長が補助金の

交付を決定する前に事業に着手する必要がある場合には、その理由を記載した事前着手届出書（別

記第５号様式）を市長に提出することにより、交付決定前に着手することができる。 

 

（審査及び交付決定） 

第７条 市長は、第５条の規定による申請を受理したときは、別に定める「審査要領」に基づき審査

し、補助金の交付を決定するものとする。 

２ 規則第５条の規定による通知は、補助金交付決定通知書（別記第６号様式）により行うものとす

る。 

３ 市長は、補助金の交付を決定するにあたって必要と認めるときは、条件を付すことができる。 

４ 市長は、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、補助金を交付しないことを決定し、

補助金不交付決定通知書（別記第７号様式）により通知するものとする。 

 

 （交付条件） 

第８条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、交付の条件となるものと

する。 

 (1) 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）について、補助対象経費の総額の

３割を超える増減を伴う内容変更をする場合は、事業変更承認申請書（別記第８号様式）を市長

に提出してその承認を受けること。ただし、補助目的達成に資するものと認められる各項目間の

流用を除く。 

 (2) 前号の変更により補助金の額が変更になる場合において、変更後の補助金の額は、交付決定を

受けた補助金額の範囲内とする。 

 (3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止（廃止）承認申請書（別記第９号様式）を

市長に提出してその承認を受けること。 

 (4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やか

にその旨を市長に報告してその指示を受けること。 

 (5) 補助事業の状況、収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、

これらを令和９年４月１日から５年間保管しておくこと。 

 

 （取下期日） 

第９条 規則第６条第１項の規定により市長が定める期日は、補助金交付決定通知書を受理した日か

ら起算して７日とする。 

 

 （実績報告） 

第 10 条 規則第 12 条の実績報告は、別記第 10 号様式により行うものとする。 

２ 規則第 12 条の規定により市長が定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業実績書（別記第２－１号様式又は第２－２号様式） 
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 (2) 収支精算書（別記第３号様式） 

 (3)  その他市長が必要と認める書類 

３ 前２項の実績報告等は、補助事業の完了の日（補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を

受けた日）から起算して 30 日を経過した日又は令和９年４月９日のいずれか早い日までに提出しな

ければならない。 

 

 （確定） 

第 11 条 規則第 13 条の規定による通知は、補助金確定通知書（別記第 11 号様式）により行うものと

する。 

 

 （交付時期） 

第 12 条 補助金は、規則第 13 条の規定による補助金の額が確定した後、補助事業者からの請求に基

づき、一括して交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、規則第５条の規定によりその交付決定の

通知後、補助事業者からの請求に基づき、一括して概算払により交付することができるものとする。 

 

   附 則 

 この要領は、令和８年４月 30 日から実施する。 
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別表（第４条関係） 

事業区分 補助対象経費 補助金の額 

水産加工試作品製

造支援事業 

水産加工試作品の開発のための事業に要する

次に掲げる経費 

１ 試作品製造原材料費 

２ アドバイザー費 

３ パッケージデザイン費 

４ プロジェクト人件費 

５ 市場調査費 

６ 試作品に関する販売促進費 

７ その他、水産加工試作品製造支援事業を

実施するために必要であると市長が認めるも

の 

補助対象経費の２分の１に相

当する額（その額に 1,000 円

未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額）又は、

750,000 円のいずれか低い額

以内の額。 

水産加工品販路拡

大支援事業 

八戸市水産物ブランド認証制度に基づき認証

された水産加工品の販路拡大のための事業に

要する次に掲げる経費 

１ 展示会・商談会等出展費 

２ アドバイザー費 

３ 広告宣伝費 

４ その他、水産加工品販路拡大支援事業を

実施するために必要であると市長が認めるも

の 

補助対象経費の２分の１に相

当する額（その額に 1,000 円

未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額）又は、

500,000 円のいずれか低い額

以内の額。 

 

補助対象外経費 

・本補助金以外の補助事業等から交付を受けている経費 

・補助事業以外の事業に係る経費との区分を客観的に証することができない経費 

・事業目的や社会通念に照らして必要性が乏しいと市長が判断する経費 

 


